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出典：裁判所ホームページ（https://www.courts.go.jp）の裁判例情報をもとに作成 

事件番号 昭和 42(オ)1356   原審裁判所名 大阪高等裁判所 

事件名 家屋明渡、家屋収去、土地明渡請求 原審事件番号 昭和 41(ネ)716 

裁判年月日 昭和 43 年 4 月 16 日 原審裁判年月日 昭和 42 年 8 月 1 日 

法廷名 最高裁判所第三小法廷   

裁判種別 判決   

結果 棄却   

判例集等 集民 第 90 号 1011 頁   

 

判示事項 建物と土地とが一個の賃貸借契約の目的となつている場合には土地の部分につ

き解除原因があつたときでも右賃貸借全部を解除することができるか 

裁判要旨 土地の一部につき無断転貸などの違反行為があつたにすぎない場合でも、建物

と土地とが一個の賃貸借の目的となつているときには、右賃貸借全部を解除す

ることができる。 

 

全 文 

主    文 

 本件上告を棄却する。 

 上告費用は上告人の負担とする。 

理    由 

上告代理人四塚利一の上告理由第一点について。 

 被上告人が昭和三八年一月に初めて所論転貸の事実を知つた旨の原判決の事実上の判断

は、挙示の証拠関係に照らして是認できなくはない。この点についての論旨は、原審の裁量に

属する証拠の取捨判断、事実認定を非難するに帰し、採用することができない。なお、上告人

の転貸権の時効取得、解除権の消滅時効の各抗弁をいずれも排斥した原審の判断も正当であ

つて、論旨は排斥を免れない。 

同第二点について。 

 本件事実関係に照らせば、被上告人の本件解除権の行使は権利の濫用にはあたらない旨の

原判決の判断は正当というべく、論旨は採用することができない。 

同第三点について。 

 本件賃貸借は、建物と土地についてそれぞれ別個独立の賃貸借を締結したものではなく、賃

料も一括して定められた総合的な一個の賃貸借契約にもとづくものであるから、原判示違反

行為を理由とする契約解除により、土地についてとともに建物についても賃貸借関係が終了

した旨の原判決の判断は相当であつて、これに所論の違法はない。論旨は採用することができ

ない。 

 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決

する。 

（裁判長裁判官 田中二郎 裁判官 下村三郎 裁判官 松本正雄 裁判官 飯村義美） 

 

 

※参考：判例時報 520 号 46 頁 


